
「どんどん食べよう北海道 地産地消を応援！」ポスターコンテスト実施要綱 

R4.8.26 改正 
１ 目 的 
  ポスターコンテストの実施を通じて、地域で生産されたものをその地域で消費する「地

産地消」に対する道民意識の醸成を図る。 
 
２ 主 催 
  北海道 
 
３ 作品の募集 
（１）テーマ 
   募集するテーマは、地域で生産されたものをその地域で消費する「地産地消」に対

する道民意識をさらに高めるものであり、道産食品の魅力発信につながる内容とする
こと。   

（２）応募区分及び応募資格 
区分 一般の部 高校生以下の部 

応募資格 
高校生以下の部以外の方 
（プロアマを問わない） 

高校生以下 

（３）作品規格等 
   ・Ａ３判（又は八切サイズの画用紙）とし、縦横は自由 
   ・手書きまたはデジタル印刷とし、画材は自由。デジタル作品の場合は、JPEG、TIFF、 

PDF データのいずれかにより提出すること。 
   ・応募作品は自作で未発表のものとし、特定のキャラクターや企業名、商品名等を

イメージさせるものは使用しないこと。    
（４）文言・キャッチコピー 
   「地産地消」や「道産食品の魅力発信」に関するポスターであることが分かるよう、

作品の中に文言・キャッチコピーを入れること。 
 
4 募集期間 
  令和４年(2022 年)７月 11 日（月）～９月 12 日（月） （当日消印有効） 
                  ⇒ 募集期間延⾧ ９月 30 日（金） （当日消印有効） 
 
5 応募作品等の取扱い 
（１）作品の制作や応募等にかかる費用は、すべて応募者の負担とする。 
（２）応募作品は、返却しない。 
（３）応募作品の著作権及び使用権をはじめ一切の権利は、北海道に帰属する。 
（４）第三者の権利を侵害しているものは、審査の対象外とする。また、第三者の権利を

侵害したことで発生したトラブルは、応募者側の責任とする。 
（５）応募に係る個人情報は、北海道が管理し、選考や表彰、啓発事業の実施等に必要な



場合にのみ使用する。 
（６）入賞作品は、受賞結果を公表するほか、道のホームページで紹介するとともに、道

が作成する資料等への掲載のほか、啓発資材を作成する際の図案にするなど、各種啓
発活動に活用する。 

（７）ポスターや啓発資材の作成に当たっては、作品図版の枠外に作品の作者名や学校名
等を入れることがある。 

 
6 選考方法及び決定 
（１）本表彰の選考は、有識者等で構成する選考懇談会を開催し、意見聴取を行う。 
（２）知事は選考懇談会の意見を受け、受賞者を決定する。 

  【選考基準】 
   ・作品のデザイン性 

    ・ポスター、啓発資材の図案としての斬新性、実用性 
    ・メッセージのアイデア、妥当性 
（３）表彰区分 

区 分 一般の部 高校生以下の部 
最優秀賞 １点 賞状、副賞（５万円） １点 賞状、副賞（図書カード１万円） 
優秀賞 ２点 賞状、副賞（３万円） ４点 賞状、副賞（図書カード５千円） 
佳 作 数点 賞状 数点 賞状 

 
7 スケジュール（想定） 
  令和４年７月 11 日 募集開始 
      ９月 12 日 募集締切 
            ９月 30 日 募集締切  
      10 月下旬  審査・入賞作品決定・公表 
      11 月上旬  表彰式・賞状の送付 
            ※表彰式は新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、実施は別途決定。  

〃 以降 「地産地消」に関わる活動での入賞作品の活用 
 
９ 提出方法及び提出先 
（１）提出方法 
   ・作品の提出に当たっては、氏名（ふりがな）、職業（学校名）、年齢（学年）、住所、

連絡先、「作品に関する解説」を明記した「応募票」（別紙）を添付すること。 
   ・「高校生以下の部」への応募の場合は、学校又は保護者の連絡先も記入すること。 
（２）提出先  

提出方法 提出先 
持参又は郵送 北海道農政部食の安全推進局食品政策課（別表参照） 
持参提出のみ 最寄りの総合振興局または振興局農務課（別表参照） 
デジタル作品 e-mail：agri.business@pref.hokkaido.lg.jp 

 



（別表） 
提出方法 提 出 先 

持参提出又は郵送 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 
北海道農政部食の安全推進局食品政策課６次産業化係 

電子メール 
※デジタル作品 e-mail：agri.business@pref.hokkaido.lg.jp 

持参提出のみ 〒068-8558 岩見沢市 8 条西 5 丁目 
空知総合振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒060-8558 札幌市中央区北 3 条西 7 丁目 道庁別館 
石狩振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒044-8588 虻田郡倶知安町北 1 条東 2 丁目 
後志総合振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒051-8558 室蘭市海岸町 1 丁目 4 番 1 号 むろらん広域センタービル 
胆振総合振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒057-8558 浦河郡浦河町栄丘東通 56 
日高振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒041-8558 函館市美原 4 丁目 6-16 
渡島総合振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒043-8558 檜山郡江差町字陣屋町 336-3 
檜山振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒079-8610 旭川市永山 6 条 19 丁目 
上川総合振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒077-8585 留萌市住之江町 2 丁目 1 番地 2 
留萌振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒097-8558 稚内市末広 4 丁目 2-27 
宗谷総合振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒093-8585 網走市北 7 条西 3 丁目 
オホーツク総合振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒080-8588 帯広市東 3 条南 3 丁目 
十勝総合振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒085-8588 釧路市浦見 2 丁目 2 番 54 号 
釧路総合振興局産業振興部農務課 

持参提出のみ 〒087-8588 根室市常盤町 3 丁目 28 番地 
根室振興局産業振興部農務課 

  

問い合
わせ先 

〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 
011-204-5432（直通） 
北海道農政部食の安全推進局食品政策課 
６次産業化係 担当：三丈（ｻﾝｼﾞｮｳ）  

 



（別紙）

※上記枠内の必要事項を記入し、本票を必ず作品に同封してください。

「どんどん食べよう北海道！地産地消を応援！」ポスターコンテスト　応募票

ふりがな
年
齢

歳

性
　
別

男　・　女
氏　名

制
作
者
に
つ
い
て

職業

学校名 学年 小　・　中　・　高　　　　　　　　　年生

自　　宅
住　　所

　
〒　　　　　―

電話番号
メール
アドレス

　　　　　　　

※学校又は保護者の連絡先は「高校生以下の部」に応募する場合に記入してください。

応募区分

作品に関する
解説

一般の部　　　　　　／　　　　　高校生以下の部

実施要綱への同意 　　□　本コンテストの実施要綱に同意の上、作品を応募します。　　※チェックを入れてください。

応
募
作
品

学
校
又
は
保
護
者
の
連
絡
先

電話番号
メール
アドレス

　　　　　　　

住　　所

　
〒　　　　　―

学校名
教諭
氏名

続
柄

保護者
氏　名


